
選 

挙

◆
◆
◆

選
挙
権
年
齢

「
満
18
歳
以
上
」
に

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
！

平
成
27
年
6
月
、
公
職
選
挙
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立
し
、
公
布
さ

れ
ま
し
た
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
年
齢
満
18
歳
以
上

満
20
歳
未
満
の
者
が
、
選
挙
や
直
接
請
求

に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
改
正
は
、
今
年
6
月
19
日
か
ら
施

行
さ
れ
、
施
行
日
後
、
初
め
て
公
示
さ
れ

る
国
政
選
挙
か
ら
年
齢
の
引
き
下
げ
が
適

用
さ
れ
ま
す
。（
地
方
選
挙
な
ど
に
つ
い

て
は
、
国
政
選
挙
の
公
示
日
以
後
に
告
示

さ
れ
る
選
挙
か
ら
適
用
）

問
有
田
川
町
選
挙
管
理
委
員
会

案 

内

◆
◆
◆

森
林
の
土
地
所
有
者

届
け
出
制
度
に
つ
い
て

新
た
に
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
っ

た
方
は
、
法
律
に
よ
り
土
地
の
所
有
者
と

な
っ
た
日
か
ら
90
日
以
内
に
、
取
得
し
た

土
地
の
あ
る
市
町
村
へ
の
届
け
出
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

個
人
、
法
人
を
問
わ
ず
、
売
買
や
相
続

な
ど
に
よ
り
森
林
の
土
地
を
新
た
に
取
得

し
た
方
は
、
面
積
に
か
か
わ
ら
ず
届
け
出

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
た
だ
し
、
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く

土
地
売
買
契
約
の
届
け
出
を
提
出
し
て

い
る
場
合
は
対
象
外
。

問
金
屋
庁
舎
産
業
課

平
成
28
・
29
年
度
入
札
参
加
資
格

登
録
の
受
け
付
け
開
始

平
成
28
・
29
年
度
の
2
年
間
有
効
と
な
る

有
田
川
町
入
札
参
加
資
格
登
録
申
請
の
受
け

付
け
を
次
の
通
り
行
い
ま
す
の
で
、
登
録
を

希
望
さ
れ
る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
現
在
登
録
中
の
方
も
平
成
28
年

3
月
末
ま
で
が
有
効
期
間
と
な
り
ま
す
の

で
、引
き
続
き
登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。

●
提
出
期
間
／
1
月
6
日（
水
）
～ 

2
月

29
日（
月
）【
郵
送
な
ど
も
可
】

※
2
月
29
日（
月
）
以
降
も
随
時
受
け
付

け
ま
す
が
、
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
方

を
優
先
し
ま
す
の
で
、
登
録
が
完
了
す

る
ま
で
に
日
数
を
要
し
ま
す
。

●
提
出
先
／
吉
備
庁
舎
総
務
課

●
有
効
期
限
／
平
成
28
年
4
月
1
日
～
平

成
30
年
3
月
31
日

●
申
請
書
類
／
吉
備
庁
舎
総
務
課
お
よ
び

清
水
行
政
局
総
務
政
策
室
で
配
布
し
ま

す
。
ま
た
、
有
田
川
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
吉
備
庁
舎
総
務
課

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く

一
般
事
業
主
行
動
計
画
を

策
定
し
ま
し
ょ
う

平
成
27
年
、
女
性
の
個
性
と
能
力
が
十

分
に
発
揮
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た

め
、
女
性
活
躍
推
進
法
が
成
立
し
ま
し

た
。
平
成
28
年
４
月
１
日
付
け
で
従
業
員

３
０
１
人
以
上
の
企
業
に
は
、
法
に
基
づ

く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
・
届
け

出
な
ど
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

和
歌
山
労
働
局
で
は
、
次
の
と
お
り
、

企
業
の
人
事
労
務
担
当
者
な
ど
を
対
象

に
、
女
性
活
躍
推
進
法
等
説
明
会
を
開
催

い
た
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
１
月
13
日（
水
）
13
時
30
分
～
16
時

　

ビ
ッ
グ
Ｕ
（
田
辺
市
）

●
１
月
19
日（
火
）13
時
30
分
～
16
時

　

和
歌
山
ビ
ッ
グ
愛
（
和
歌
山
市
）

※
労
働
安
全
衛
生
法
の
改
正
（
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
）
な
ど
に
つ
い
て
も
説
明
が

あ
り
ま
す
。

※
後
日
、
個
別
相
談
会
の
開
催
も
予
定
し

て
お
り
ま
す
。

問
和
歌
山
労
働
局
雇
用
均
等
室

☎
０
７
３
‐
４
８
８
‐
１
１
７
０

お知らせお知らせ 問…問い合わせ　■申…申し込み
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